
（様式１）

所管課名 医療政策課 整理番号 22

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

15日

－

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

死体解剖の場所の許可

死体解剖保存法第９条

死体解剖の場所の許可

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】死体解剖保存法第９条
 　死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情があ
る場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第２条第１項第
４号に掲げる場合は、この限りでない。

－


